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要要要要

担当部

直接実施・

運営

97

子育て支援課

平成１６年度 ～事業期間

総合計画

分野別計画

予算区分 3 1

子育て支援係

53

平成３０年度以降

子育て支援 ひとり親家庭への支援をする

担当係

担当課

3

保健福祉

母子家庭に対して子育て・生活支援と就労支援を行い生活の安定と向上を図る。

○２３年度の実施内容

〔子育て・生活支援の充実〕

　事前に登録済の家庭からの派遣依頼を受けてその必要性を判断し、家庭生活支援員を

派遣する。小牧市社会福祉協議会へ委託。世帯の課税状況により一部負担金有。県3/4補

助。

〔就労支援の充実〕

　・自立支援教育訓練給付金の支給：雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していない

人が対象教育訓練を受講し、修了した場合、経費の２０％（４千１円以上で１０万円を上限）

を支給する。

国3/4補助。

　・母子家庭高等訓練促進費の支給：母子家庭の母が、国家資格の取得を目指して看護師

等の養成機関で修学する場合、修学期間の一定期間（21～23年度入学者は就学期間の全

助成 0

根拠法令・個別計画

目的

（対象をどの様な

状態にするのか）

内容

（手段）

実施・運営方法

※費用合計に占める

経費の内訳(割合)

母子及び寡婦福祉法

単位

千円

人

千円

人

千円

千円

％

千円

千円

千円

費

用

直接経費

正職員

1,063

0.00

0

5,048

8,169

76.0

2,781

0.00

0

1,063

0.00

13,641

124.6

0

0

費用合計

12,578 9,673

3,239

7,497

0

10,736

78.7

0.20

その他財源

4,365

9,276

受益者負担

人件費

従事者数

1,063

10,186

Ｈ21決算額

等の養成機関で修学する場合、修学期間の一定期間（21～23年度入学者は就学期間の全

期間となる特例措置有）について訓練促進費として、非課税世帯141千円、課税世帯70.5千

円を支給する。県・国3/4補助。

【直接経費の内訳】

母子家庭等日常生活支援事業委託料（202千円）

扶助費

　母子家庭自立支援給付金（36千円）

　母子家庭高等技能訓練促進費（6,868千円）

　

○２４年度の実施内容

２３年度と同様に実施する。

家庭生活支援員の派遣のみ、利用者負担金有。

所得水準に応じて、1時間あたり0円～300円。

0.200.20

一般財源

国・県支出金

対前年比

0.00

（手段）

従事者数

Ｈ23決算額

7,106

Ｈ22決算額
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トトトト

財

源

その他職員

Ｈ24予算額

9,123

0.20

5,1385,388

0

1,063人件費
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目標

実績

目標

実績

目標

実績
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目標

実績

目標

実績

平平平平

成成成成

２２２２

３３３３

年年年年

手当ての現況届け時、広報などにより制度の周知が図られているが、資格が看護師

事業番号

3

3

3

人

8

H21

業業業業

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

績績績績

H22

4

1

5

家庭生活支援員派遣

世帯数

H23

5

7

5

2

3

6

H22

5

5

H23

6

教育訓練給付金受給

者数

高等訓練促進費受給

者数（目標値＝継続受

給者数）

成果指標名

看護師等資格取得者

数

事業の

達成状況

活動指標名

5

H24

173

人

2

人

11

4

3

5

H21

3

3

人

支援が必要な5母子家庭に、家庭生活支援員を派遣し、生活状況の改善を図った。

また、資格取得のため学校に通っている援助として、高等訓練促進費を7人に対して

支給した。

資格についても、3人が取得し、就労の援助となった。

H24

国家資格の取得者については、実際の就業に繋がっているため、就労支援の強化は

図られている。

方向性の判定 現状維持

事業を縮小・

廃止したときの

影響

年年年年

度度度度

のののの

実実実実

施施施施

結結結結

果果果果

事業実施におけ

る課題等

手当ての現況届け時、広報などにより制度の周知が図られているが、資格が看護師

等の国家資格などに限定している。就職に繋がる他の給付制度も案内し、母子家庭

の就労を支援し、生活の安定を図る必要がある。

高等技能訓練促進費以外にも、ハローワークによる職業訓練給付など、資格取得に

繋がる給付制度は他にもあるため、相談者のケースに応じた対応を行い、就労支援

を強化する。

改善案等

一次評価のとおり。

判　定　理　由

現状維持

二二二二

次次次次

評評評評

価価価価

方向性の判定

事事事事

業業業業

のののの

自自自自

己己己己

評評評評

価価価価

今今今今

後後後後

のののの

事事事事

業業業業

のののの

方方方方

向向向向

性性性性

判定理由

生活状況が厳しい母子家庭の状況が悪化する。

母子家庭の母が看護師等の国家資格を得て就業する機会が失われる。


